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都市計画決定 事業の名称や区域，面積などを定めます。

事業計画決定
設計の概要や区域，施行期間，公共施設の配置，

資金計画などを定めます。

審議会設置 施行者の諮問機関で，地区内の地権者の代表として

選挙により委員を選出します。

仮換地指定
将来換地される土地の位置，地積などを指定し

ます。（審議会の意見を聴いたうえで行います。）

換地設計 換地の位置・地積等を検討する作業です。

換地設計 換地の位置・地積等を検討する作業です。

企画・調査
まちの現況調査等を実施し，整備の必要性を検

討します。また，まちづくりの基本構想を策定しま

す。

移転・補償
仮換地の指定を受け，建物などの必要に応じて

仮換地先に移転します。

道路や公園などの公共施設の整備を実施します。

工事

土地・建物の登記
換地処分の内容で登記を行います。

保留地については新たに登記します。

換地計画
換地処分の基礎となる土地の位置・地積や精算

金の額などを決めます。

換地処分
換地処分により，従前の土地にあった権利や義

務はこの処分の日の翌日から施行後の土地に

移ります。

清算
施行地区内の換地相互間に生じた不均衡を，金

銭により清算します。

土地区画整理事業の主な流れ（公共施行の場合）


